
保証料を
最大で

１０％割引

平成３１年４月に要件を緩和しました！
制度概要は裏面をご確認ください。

＜主な改正内容＞
①対象者に「日本健康会議」または「埼玉県」から認定を受けている中小企業者を追加

しました。

②「直近の確定決算書上にて債務超過でないこと」の要件がなくなりました。

③取扱金融機関について、当協会と約定書を締結している全ての金融機関が対象となり

ました。



【お問い合わせ先】

さいたま営業部 保証一課 ０４８－６４７－４７２１ 川越支店 保証一・ニ課 ０４９－２４９－１６８１
保証二課 ０４８－６４７－４７２２ 春日部支店 保証課 ０４８－７３１－７３１１

熊谷支店 保証課 ０４８－５２１－５２２１

 

対象者 

次のいずれかに該当する中小企業者 

・当協会と連携する健康保険協会・組合※から「従業員等の健康増進に積極的に取組む

企業」の認定を受けている。 

・日本健康会議から「健康経営優良法人」の認定を受けている。 

・埼玉県から「埼玉県健康経営実践事業所」の認定を受けている。 

保証限度額 ２億８，０００万円 

資金使途 運転資金・設備資金・運転設備資金（本制度を用いての借換は不可） 

保証期間 

運 転 資 金：１０年以内（据置６か月以内） 

設 備 資 金：１２年以内（据置１２か月以内） 

運転設備資金：１２年以内（据置１２か月以内） 

貸付利率 金融機関所定利率 返済方法 分割返済（一括返済は不可） 

担保 必要に応じ 保証人 原則として法人代表者のみ 

信用 

保証料率 

（％） 

保証料率区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

基準保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

本制度の 

保証料率 
1.71 1.58 1.40 1.22 1.09 0.95 0.76 0.59 0.45 

※有担保割引有り（▲０．１％） 

※保証料率区分９については、割引措置はありません。 

必要書類 
信用保証協会所定の申込書類のほか、「当協会と連携する健康保険協会・組合※」、「日本

健康会議」、「埼玉県」のいずれかが発行した認定書（写）が必要 

詳細は当協会のホームページにてご確認ください。

【制度概要】

※本制度の取扱いが可能な当協会と
連携している健康保険協会・組合
（令和５年４月１日時点）

・全国健康保険協会埼玉支部
・川口工業健康保険組合
・東京金属事業健康保険組合
・埼玉県建設業健康保険組合
・埼玉機械工業健康保険組合
・全国土木建築国民健康保険組合
・埼玉県金属加工健康保険組合

なお、健康保険協会・組合によって認
定書の発行要件が異なります。

金融機関 信用保証協会

中小企業者

・信用保証協会と連携する

健康保険協会・組合
・日本健康会議
・埼玉県

【ご利用の流れ】

③保証申込み

④保証承諾
②
融
資
申
込
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⑤
融
資
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行

①認定書発行

連
携


